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平成３０年度第１回地域医療対策委員会次第

日時：平成３０年９月１２日（水）
１６：３０～

場所：福島県医師会１階大会議室

１．開会

２．挨拶

３．副委員長選任

４．議題
（１）地域包括ケアシステムの現状と課題について

１）本会におけるこれまでの取組みについて (資料１）

(資料２）2）福島県の在宅医療の現状と課題について

（２）在宅医療にかかる調査の結果について
１）診療所における調査結果 (資料３-１）

(資料３．２）2）郡市地区医師会における調査結果

（３）地域包括ケアシステムの推進に向けた今後の取組みについて（資料４）

（４）その他

５．閉会

＜配布資料＞
資料１福島県医師会における地域包括ケアシステム構築に向けた取組経過
資料２福島県の現状及び課題
資料３．１在宅医療にかかる調査結果（診療所分）
資料３．２「在宅医療にかかる郡市地区医師会における課題及び取組み等について」調査結果概要
資料４福島県医師会の地域包括ケアシステム推進に向けた今後の取組み（案）
参考資料１在宅医療に関する実態調査実施要領
参考資料２「在宅医療にかかる郡市地区医師会における課題及び取組み等について」の集約表
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在宅医療資源の現状医療①高齢化率の推移 ③多職種連携の強化
医療資源の整備状況は､訪問看護を
すべて全国平均を下回っている

問看護を○県の；
除腕仮○人口減少に伴い高齢化率は上昇していくものと推測 ○在宅療養者の増加

○患者の2４時間3弱日支援
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注１-３は平成28年3尾診療報醗施設碁鑿

４は平成２７錘NDB
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【課題】１

１

増加する在宅医療ニーズへの対応するため､在宅医療提供体制の構築や在宅医療に取り組
を確保するとともにその機能を強化していく必要がある。
医療｡介護連携体制の構築
医療依存度が高くても、自宅等住み慣れた場所で生活したいという希望や在宅で最期を迎え７

１

２
医療依存度が高くても、自宅等住み慣れた場所で生活したいという希望や在宅で最期を迎えたいという選
択肢を実現するためには､関係機関や多職種が連携し､包括的かつ継続的な在宅医療｡介護の提供が求め
られる。
在宅医療のメリットについて県民の理解を促進する必要がある。 _ノ３
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スが受けられる地域へ



在宅医療にかかる郡市地区医師会別データ 【2018年６月福島県医師会作成】
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※高齢化率:各年,月現h生
自宅死･老人ホーム死:H26.1～1-126.12
訪問診療･往診･看取り実施施設についてはH26.10.1現在
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○在宅医療に関する実態調査送付数1,020/回答数５７１（56％）※9/7現在 鋤鱸司 ー

年代１

- 、 〆

２-１在宅医療に関する貴院の対応状況について、選択肢ア、イの該当
する欄に○をつけてください。

２-１の（１）から（３）の項目で「イ．実施していない」と回答された場合は、その理由
について「選択肢」に該当する番号を○で囲んでください。（複数回答可）

２-２

※[選択肢］１．必要性を感じないから２．対象となる患者がいないから
３．現在の患者への対応で手一杯だから４．２４時間３６５日の対応は負担だから
５．年齢的に自信がないから６．近隣に連携できる医療機関がないため
７．近隣に連携できる訪問看霞ステーションがないため８．その他（理由を記載してください）

枢一Ⅱｌ４ｌ４ｌ２-９ｌ岨耐

鯛一調-５-枢-７-瀦一畑一秘

艶一別一旦Ⅳ｜枢一妬

師一朋一８ｌＭ-４ｌ刎一Ⅷ耐

０ｌ３-０-２-１ｌ０ｌ６耐

７ｌ７ｌ１-４ｌ２ｌ６一町耐

一塁盈鐸
３-０ｌ２ｒ-３-８諏

旧-１ｌ５ｌ３ｌ７-Ｗ-岬癖一唯一
36.15％

ロ

犯一亜一禍一Ｗ-８｜灯一噸耐

測一“’８一個-７

馴一弘一帽一幅一脚一妬一繩耐
１ｌ４ｌ０ｌ３ｌ２ｌ４ｌＭ耐

７-Ⅶ-１-６’１-９｜拠耐

一鼬盟錐叡一唯一
Ｍ-７ｌ６ｌ３ｌⅢ｜研一皿

３ｌ０ｌ２ｌ２ｌ３ｌⅧ

〃ｌ２ｌ５ｌ４ｌ９-媚一“ ２５
124
20.16％ ％

～ _ , ／ ． ～ 一 一 ｼ
１

30代 40代 50代 60代 70代以卜
県北 ２ 1７ 5０ 5７ 3８
県中 ０ 2０ 5９ 6８ 2５
県南 ０ ３ ６ 1１ 1３
会津 ２ ３ 1９ 2７ 1３
相双 １ ２ 1２ 1４ ３
いわき ０ ８ 4４ 4０ 1４
合計 ５ 5３ 2』ｴ 106

0.88％ 9.28％ 舟3.27脇 ｨ38.00%） 8.56％

実施している 実施していズ :い
(１ 住 惨 Z6３ 47.97％ 307 52.03％
(２ 鋤 司 諺 濠 222 38.21％ 359 61.79％
(３ 在 壱（施設）での看取り 221 38.04％ 360 61.96％

(1)
している

主診
していない

(2)
している

胸間
していない

(3)；
している

王宅
していない

県北 8５ 8３ i８ 9６ i２ 1０１
県中 9２ 8４ )１ 9２ )０ 9３
県南 1７ 1９ ８ 2８ ９ 2７
会津 3５ 3１ 3２ 3４ 3０ 3６
相双 1５ 1９ ６ 2７ 1３ 2１
いわき 3９ 7１ 2７ 8２ 2７ 8２
合計 283 307 222 359 221 360

6.15％ 7.52％ 2.67％ 20.4 9％ 1．2.6 ％ 20.55％

在 宅
１ ２ ３ ４ 月 ６ ７ ８

県 北 ８ 3３ 4９ 4７ 2０ ２ ２ ７
県中 1６ 4８ 3８ 4３ 1４ ６ ４ 1０
県南 ２ ６ 1１ 1６ ８ 0 ０ １
会津 ５ 1４ 1３ 1９ ６ ２ ２ ６
相双 ４ ９ 1０ ６ ２ ０ １ ０
いわき ９ 2９ 4０ 3４ 1１ ５ １ 1１
合計 4４ 139 〆一161- 165へ 6１ 1５ 1０ 3５

6.98％ 22.06%' 25.56％ 〆26.19%ノ 9.68％ 2.38％ ､５９％ 5.56％
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２-１の（１）から（３）の項目で「ア実施している」と回答された場合は、今後の方針に
ついて、選択肢「※1」に該当する番号を○で囲んでください。また、今後の方針で「３縮小
する予定」と回答された場合には、その理由について、選択肢「※２」に該当する記号を○で
囲んでください。

２-３

寮 Z̅̅ rX̅ T岑穣あ芳軒で̅『百一霜不苛ろ予定]̅ にｏ雇う1ﾁだ塲晉ぞ両理由にういての選択肢］
ア年齢や体力イ経営上の後継者不足ウ体制の維持が困難エその他

一 ロ

の場合ノハ守

２ １ ３ エ｜ｌ０-４-１ｌ０-０-１ｌ６耐
６｜胴-１’７-０’１｜訓耐
２-３ｌ０-１ｌ２ｌ４ｌ柁耐

５-Ｍ’０-７-１’１｜朋耐
岨一別-６-剛-８｜把一埋一岬

旧一扣一２ｌ７ｌ１ｌ６

１
０．１
０
１
5

9.62％

６’０-２’１-１｜禍Ⅷ
畢盤緬一雌畢

３９
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16.6Z%
ー ̅ 一

今後の ﾉI， $．

２ エｌｌ０ｌ４ｌ１-０-０-０ｌ５｜岬
６｜枢-１-６-０’１-配一州

妬一駆一９｜剛一Ⅲ｜剛一如耐
Ⅷ-９ｌ０ｌ５ｌ２-５ｌ訓一岬

２ｌ０-１ｌ１ｌ１ｌ７薊

６-０ｌ１-０ｌ１ｌⅢ

目

雲鯉極一雌望
2２ ％

ー 弓 ｱ ー一

３訪問診療のエリア並びに主な移動手段についてお答えください
１ 動 車 ２ ． バ イ ク （ 原 付 含 む ） ３ ．
４．公共交通機関、徒歩

４貴院が休診等で訪問診療ができない場合に、他の診療所からの協力が得られる体制にあります
か。骸当する番号に○をつけてください。

制にない。 ３ そ の 他協力が得られる体帯こある協力が．日一れる

２

※１［選択肢］１拡げていく予定２現状維持の予定３縮小する予定４未定

守1ヱＵ ノノコ函Ｉ

１ ２ ３ ４

諺
縮小す旬予疋の場合の： 皇田

ア イ ウ エ

県北 ５ 5６ 1０ ３． ７ ４ ５ ０
県中 ０ 6０ 1３ ３ １３ ３ ６ ２
県南 ０ 1４ ３ １ 』

■
９
Ｆ
■ ０ １ １

会津 ６ 2３ ８ ２ ｂ
ｂ
Ｊ １ ３ ０

相双 １ 1１ １ １ ’ 0 １ ０
いわき ８ 2８ ２ ０ Ｉ ２ 0 ０
合計 4０ 192 3７ 1０ ｆ-《＆ 1０ 1６ ３

14.34％ /68.82％ 13.26％ 3.58％ {５２４６船 16.39％ 26.23％ 4.92％

種墨Ｕ図寸１日』
※ 平 均

土 辱 手 顧
１ ？ ３ ４ ５

県北 2４ 7２ ０ １ ０ ０
県中 2５ 7８ ０ １ ０ １
県南 2９ 1１ ０ ０ ０ ０
会津 2６ 3３ ０ 0 ０ ０
相双 3１ 1０ ０ ０ ０ ０
いわき 2４ 2８ ０ ０ 0 １
合計 26.5 232 ０ ２ ０ ２

98.31％ 0.00％ 0.85％ 0.00％ 0.85％

１ ２ ３
県 北 1９ 4８ ８
県中 2６ 5５ ４
県 菊 １ ８ １
会 車 ８ 2２ ２
相双 １ ８ ２
いわき ５ 1３ ４
合計 ０ 154 2１

28.57％ 62.86％ 8.57％



●

５訪問診療の実施において、下記項目の現状での必要性について、その「有・無」を○で囲んで
ください。また、必要性を「有」と回答された場合は、その対応状況等について、「選択肢」
に該当する番号を○で囲んでください。
何らかの対応に取り組んでいそ
今後取り祖む予定

２特に取り組んでいない
４その他

｡ テーションとの勤看霞ステーショ

３’-２-１-０-０ｌ０ｌ２ｌ５ｌ岬

３--４’３-０’５-１-６｜旧一岬
Ｏｌ１ｌ０-０ｌ０ｌ１ｌ２｜岬

１
０
０
０
０
１
2
28％

肥-６-西-７一円一伽一岬
開-８｜桝一６一別一理耐
９-１’６-１-Ⅲ｜明耐

朽一２’７-１-４一期一岬
鼬遡鍵翻砺一一
昭一４｜閲-３-幅一岬Ⅷ

とマネージャーとの ンターとの。 回

罰一，’６｜詔-４-相一加耐
Ｍ一枢-２’６’３-５｜躯一岬
２ｌ３ｌ１ｌ０-１ｌ３ｌ扣一岬

Ｏｌ０ｌ０ｌ０ｌ０ｌ１ｌ１｜岬
髄一Ｍ’９｜妬-６｜〃一切卿
４ｌ８ｌ０ｌ４-１ｌＴｌ泌一僻

帽一旧-３-７’４-４｜岨Ⅷ
Ｗ-２-７-３ｌ扣一妬一僻

洞-７-詔-５｜妬一ｍ耐
５ｌ１ｌ０ｌ１ｌ２ｌ旧一岬
Ｏｌ０ｌ０-０-１ｌ１ｌ岬

弱-３｜踊一２-旧一剛測
鮪一鯉遡睦一坐

３

(1)在宅Ｅ
石 垂 １

§の確保
’ ３ ４

②看謹Ｅ
有 垂 １

ﾛの確 采
’ ３ ４

県北 4１ 2６ 1４ 2２ ５ ２ 3８ 3０ 1９ 1６ ４ ２
県中 5３ 3６ 1６ 3４ ５ ０ 5４ 3７ 1７ 3３ ６ ０
県南 ６ ３ ２ ４ ０ ０ ６ ３ １ ４ １ ０
会津 1９ 2０ ５ 1３ ２ ０ 2０ 2０ 1１ ９ １ ０
相双 ２ ５ １ ２ ０ １ ５ ３ ２ ４ ０ １
いわき 1７ 1６ ８ ８ ２ １ 2０ 1４ 1２ 1０ ０ １
合計 1３８ 106 4６ 8： 1４ ４ 143 107 6２ 7６ 1２ ４

56.56％ 43.44％ 31.29％ 56.4 6％ 9.52％ 2.72％ 57.20％ 42.80％ 4（ ､２６％ 49.35％ 7.79％ 2.60％

石
③ 在 宅
墨

療に関す‘
１

Ｐ

ｐ 蚤等‘
？

､の参力Ｉ
３ ４

塾④2４
石

時 間 体 制
留既

剰 目 ＝ ｄ 合

１
ｈ 〃 ＝ 碇 、 ロ 〃 ■

'
諺 淫 瀧 ”

３
濯保
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〆

今後、在宅医療の普及促進を図っていくためにはどのような対応が必要と思われますか。
該当する番号を○で囲んでください。（複数回答可）

６

- 〆

４

1．病院勤務の若手医師からの輪番制への参加２.行政からの補助金等の支援
3 . 診 療 報 酬 の 引 き 上 げ ４ . 看 霞 師 に よ る 一 時 対 応 の 充 実
5 . 主 治 医 、 副 主 治 医 制 度 の 確 立 ６ . 郡 市 医 師 会 の 讃 極 的 な 参 加
７.在宅医療に対する住民の理解を深めるための啓発活動
8.在宅医療に関する研修会の開催
9.その他（ ）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
県北 3２ 6０ 7４ 6３ 4０ 3５ 6０ 4２ 2３
県中 40 6２ 6５ 8６ 5０ 4４ 7９ 5３ 1３
県南 1２ 1４ 1８ 1８ ４ ３ ９ ９ ７
会津 2０ 2４ 3４ 3１ 1８ 1４ 3０ 2０ ３
相双 ７ 1３ 1８ 1３ ８ ５ ７ ９ ７
いわき 2２ 3９ 5６ 4１ 1９ 1９ 4１ 2４ ６
合計 133 _四-2、 26丘 252 139 120 226 157 5９

8.51％ <13.56％ 4.6.95%) <16.12％ 8.89％ 7.68％ /1乱.４６%） 10.04％ 3.77％
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資料’ 千甲 一

｢在宅医療にかかる郡市医師会における課題及び取組み等について」の調査結果概要

１在宅医療にかかる地区の課題
（１）在宅医療における課題の分析
（２）在宅医療提供体制の課題

①在宅医等マンパワー不足（９）
②医師の高齢化（４）
③訪問診療の負担感が強い（３）
④在宅医の担当する患者数に偏りがある。
⑤協力体制づくり
⑥施設入居者の看取り等に対する対応が十分に展開できない。
⑦在宅での看取りの実施施設が少ない。
⑧関係者のスキルアップ

（３）在宅医療を受ける側の課題
①在宅医療・看取りについての地域の理解不足（３）
②家庭の介護力の低下
③高齢者の移動手段がない。
④地域が広域で、交通機関が少ない。

（４）多職種連携体制の課題
①在宅医療機関との連携構築が十分でない。
②訪問看護、ケアマネ等との連携が十分でない。

２地区の取組み
（１）人材育成について

在宅医療の研修会等の開催が９か所と最も多かった。
（２）多職種連携強化で行っていること

①多職種連携によるネットワーク会議等の開催（５）
②地域ケア会議等への参加（４）

Ｏ③在宅医療・介護連携支援センターの管理運営（２）
④情報交換会（２）
⑤在宅医療機関名簿の作成
⑥緩和ケア情報案内冊子の発行

（３）住民への理解
①市民講座等の開催（８）
②退院時の家族への情報提供

（４）その他
①認知症の講演（２）
②在宅医療に関する医師会員アンケート調査
③主治医・副主治医の連携
④人生の最終段階での事前に希望する医療を意思表【④人生の最終段階での事前に希望する医療を意思表明するノート作成配布

１



４

戸

３今後の取組み
く郡市地区医師会としての取組み＞
（１）関係機関との連携強化（３）

①在宅医療機関の連携構築
②在宅医と勤務医との連携推進
③施設との円滑な連携

（２）地域の現状や課題、特性等を分析、検討（２）
（３）医師の在宅医療への理解促進（２）
（４）医療・介護連携支援センター事業の推進（２）
（５）研修会等の開催
（６）住民への啓発

＜県医師会への要望＞
（１）研修会等の開催（４）
（２）集約した意見を日本医師会や県、国へ働きかける（４）
（３）各地域の在宅医療等取組み状況等の情報交換（２）
（４）在宅・看取りを実施している医師の負担軽減できるシステム
（５）在宅医療を中心とした課題の把握・分析
（６）医療圏域を超えた地域連携パスの運用等の検討
（７）医療・介護連携支援センター設置の支援
（８）在宅医療を希望する医師の全国公募
（９）地域包括ケアシステム構築での医師会の役割を示す。

(２）

２



寶料i一彦

■唾’推進に向けた今後の取組み(案）取組み（包括ケアシステム島県医師会の地域福
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

二

｢地域包括ケアシステム｣の構築に不可欠な要素である『在宅医療推進｣への取組み
＝

■

理解
で住民の理解を

②多職種連携強化
○在宅医療関係職種が情報共有する機
会を持ち顔の見える関係をつくる

③住民の①人材育成
○在宅医療に携わる医師を増やす
○在宅医療の従事者を増やす
○在宅医療の関係職種の技術向上

○在宅医療 ○在宅医療について住民の理解を
図る’

郡市地区医師会､在宅医療関係者､行政等と連携し以下の事業を推進する

コ
コ
コ

【郡市地区医師会】【県医師会】
①県内の在宅医療の実態調査により現状と課題の把握
②地域包括ケアシステム推進協議会(仮称)の開催
・郡市地区医師会や関係職種相互での情報共有

③在宅医療関係者への研修会の開催
④在宅医療の住民への理解を図る
・リーフレット作成
･HPによる周知

÷

Lに
､

【県｡市町村行政】

【在宅医療関係機関】



地域包括ケアシステム推進協議会（仮称）設置要綱（案）

（目的）
第１条福島県内における在宅医療に関する連携の推進及び適切な在宅医療提供体制の
在り方について関係団体が協議することにより地域包括ケアシステムの推進を図るた
め、地域包括ケアシステム推進協議会（以下「協議会」という｡）を設置する。

（協議事項）
第２条協議会の協議事項は、次のとおりとする。
（１）福島県における在宅医療の連携推進に関する事項
（２）在宅医療提供体制の充実・強化に関する事項
（３）在宅医療関係者への研修会の開催等人材育成に関する事項
（４）県民への在宅医療の意識啓発に関する事項
（５）その他必要な事項

（構成）
第３条協議会は、次の各号に掲げる団体が推薦する者をもって構成する。
（１）福島県医師会
（２）福島県郡市地区医師会
（３）福島県歯科医師会
（４）福島県薬剤師会
（５）福島県看護協会
（６）福島県病院協会
（７）福島県訪問看護連絡協議会
（８）福島県介護支援専門員
（９）福島県栄養士会
（1の福島県歯科衛生士会
（11）福島県ソーシャルワーカー協会
（12）福島県市長会
（13）福島県町村会
（14）福島県保健所長会
（15）福島県保健福祉部（地域医療課、高齢福祉課）

（会議）
第４条協議会の座長は、福島県医師会長があたり、必要に応じて座長が協議会を

招集する。
２座長が必要と認めたときは、第３条の構成以外の者を会議に出席させることが、座長が必要と認めたときは､第３条の構成以外の者を会議に出席させることができる。

（庶務）
第５条協議会の事務は、福島県医師会において行う。

附 則
１この要綱は、平成３０年月日から施行する。

２
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寶矧-６調査票2｢在宅医療にかかる郡市地区医師会における課題及び取組み等について｣の集約表(1)

Ｉ

地区名 1.在宅匿躍にかかる地区の騨超

福島市

､在宅医療における騨題の分析(例えば本ﾃｰﾀに基づいた喝合､2025年に向けて対応可能なのか）
･内科系以外の診療科(例えば眼科･耳鼻科･箱神科･小児科等)による在宅医の硫保.把握
･ケアマネのレベルアップ(特に医鯉系の資格が無い者）
･病院入院･退院･回復ﾘﾊﾋﾘ･在宅のシームレスな速換
･在宅医療を実施する医師の硫保
※そもそも､地域包括ケアシステムは､市町村が実施すべき事業である｡しかし､市の企画力､行動力が伴っていないのが現状である(予算や人員不足）

伊達

､人材不足:匿師特に霊化型在宅支叢診療所の匿師､訪問君硬師､理学鍾法士､介囲士.さらにケアマネの負担もかなり大きい
･在宅医療について地域の理解不足:病院志向がまだある
･寂族負担軽減への取り組み:経済的､身体的､精神的負担鹿知症､悪性魎瘍末期､神経麓病への対応スキルアップ

安達

匿醗側の腺題
在宅医療擬関の迎換構築が十分といえない．
医師の高齢化●

患者側の課題
家庭の介霞力の低下(同居する担い手の敬の低下と多忙さ>による君取りの困建

郡山

在宅での君取り実施施股が少なく､多椴な小規模の施股が多くあり､在宅医療体制の柵築が求められている．

田村

･目治体の担当鰹職員が短期間で異動となるため､これまでの状況を-から説明することは医師会と自治体との協力関係の中で当方に負担となるはかりではなく､活動
のスピードを著しく失わせる一因となることが危倶される。･当会管区は３自治体からなるため､医師会が核となって活動していかなけれなならない．
･高齢者の入所･長期入院を最善の解決とする窓臓が地域住民に蔓延している｡自治体側は住民の要望に応じ､今後際限なく高齢者入所施股を増詮していく傾向にあ
る.施股入所後､「かかりつけ医師｣による診察･医療行為が継続されるという患者(入所老)にとって基本的な榧利が受けられる制度を国は塾えるべきである．

須賀川

１，１土モ崖叩埋ヨョ匂即回霊百画Ｌ函リ刀､の＠・砲５診琿師甲ＺＵ唖壁暉邸回睦壷逵梁肥しＬも､包刀》、忠有理刀U5 Jハノ月〃３Ｄ '八 /月＝ご峰囲琶〃０の匂。エ山口恒 ”元コニＥ
須賀川地域全体の52％の患者を訪問している．
2,在宅医が高齢化している.(40代から70代で平均63霞）
3,肪問診療の負担感が強い.特に長期休暇中の冠取り等の緊急対応が一番負担に感じている。
4,訪問署震師やケアマネジヤー等との連摸がまだ十分でない.(訪問河霞導入率54％､特にケアマネジヤーとの連携が希薄である）

石川郡
1．医師､医療機関数の絶対的不足２.地域が広域である､交通擬関が少ない(パス路線､本数）
3 .高齢者の移動手段が少ない。４.夜間対応が難しい．
5.訪問君護ステーション不足(訪問稻霞師不足）

白河 在宅俣と訪問君腰師の人材不足

東白川郡

この地区の代褒として公式の席でいつも言っているが､｢在宅医療｣にはそもそも家庭内介硬者という資源が必要だが､この地区では､人口減により､その家歴内に介塵
者がいない(-人専らし､または高齢者だけの世帯が半数以上)し､たまにいても､息子か娘だけという核家族世帯が多く､結局､全世帯の7割で日中は高齢者が一人きり
という生活になっている(平成26年塙町データ).これでは､たとえ､往診をする医師が十分にいたとしても(その医療資源もないが)､在宅医療そのものが成り立たないの
である.都会を念頭に置いた在宅医療のいろいろな法律を国が打ち出してきても､これでは田舎ではどうにも動けない．

会津若松

･在宅医譲を担うべき開業医は皆閏齢化しており､予定外､時間外の往診を必要とする訪問診察の実施が身体的に負担過剰となっている．
･新たに開業する医師が少ない.ご子息が医師になっている開業医も多いが､戻ってくる人はまれである.その他､時に見られる新規開柔医は地元の救急医療にかかわ
る病院出身医師であるが､これまで24時間対応してきた病院の救急業務から解放されるこども開葉の動機の一つと予想されるために訪問診察実施を強く求めることには
抵抗感がある．
･県外に勤務している医師で､地元に戻りたいとの意思を持っている人もいるはず｡県内外の大学病院や大病院には一生勤務できるという保証はない｡彼らに出身地元
の医療車情の情報を伝えて､地元Uﾀー ﾝでの病院勤務や開業を後押しする情報提供を県医師会として行っても良いのではないかと思う.各医療機関が独自に行うので
はその情報が限定されるし､情報が過大広告と彊戒されるのではないかと懸念される．

喜多方
。高い商齢化率と高齢者夫婦あるいは独居世帯の墹加により今後在宅医療の幡要が増加すると見込まれるが､提供側(医師､冠醗師､介感職等)のマンパワー不足が
危倶される･訪問珊醗ステーションの充実と後方支援病院との協力体制作り
･在宅咽取りに対する住民の方々の理解度を商める必要性

両沼郡

･提供側のマンパワーの不足
･小家族による家族の署謹力･介霞力の低下(医療機関や施股に対する依存度が高くなる）
･在宅医療の啓霞の不足

南会津
･住民の高齢化もあるが､診療所の医師の商齢化と後継者の問題があります｡地域医療ネットワーク榊築や病院･診療所連換等のキーワードはありますが､マンパワー
不足で可能性が邸れていきます．･県立病院の機能強化で､短期入院で医療や介震を可能とする病棟があればと考えます．

相馬郡
･麗災後医震スタッフと介蔑スタッフの激減により､在宅まで手が回らない．
･開黛医の後継者不足による高齢化も進んでいる．
･高齢者だけの家庭が多く､在宅で滑る適年齢の人材がいない。

双葉郡

いわき市 多職弧の連携は地道な活動が少しずつ実を結び良い方向に向かっている.在宅医療に閲する医師の湿度差が大きく､自院患者の訪問診療は展開すも全市的な連撰型
在宅医療への新規参入会員は､いまだ少数である｡また､施股入居者の君取り等に対する対応が十分展開できていない状態である．



０

鯛査票2｢在宅医疲にかかる郡市地区医師会における課題及び取組み等について｣の集約裏(2)

２

地区名

福島市

Ｚ.］ h医の取銅み
へ Ｑ ̅ ＝ 鑑 ロ ー ー ロ も 一 ａ塞除訓誼鍵識』し森子へ〒い墨Ｆ」 二 Ｉ 罰住民への理解Eをﾀ､妬やＨＪ軽ﾛｰﾏｗや--

一 一 一 ■ 一 一 zンターの管Ｉ｡：5福島市在宅医療･介霞連携支擾セン･不定期ではあるが在宅匿譲研俸会
理運営･在宅医療(往診･訪問診療)医療擬関名簿の作
成･不定期ではあるが在宅医療研修会
･多職狐参鯉による『福島市医療と介睡のネット
ワーク｣会騒の開催･緩和ケア情報案内冊子の発行

ターを通じての研修会等

④その他

伊達

専門職向けの研修会 ･多職狐､行政などで構成された｢地域包括ケア
を支える伊逮ネットワーク委貝会｣にて､鯖問題
について月１回協護
･各菰研修会年6回以上実施
･連撰ツールの普及促進
･地域ケア会瞳などへの参加

出前購座の実施､市民公閲購演会な
ど

安連 特に行っていない。
医師会自らは行っていない。
自治体での催しの会員への通知は､行ってい
る

特に行っていない． 特に行っていない。

郡山 在宅医撫･介霞連携推道特別委員会で､在
宅医療関連の研修会を行っている．

在宅医療･介瞳連携推進特別委員会で､関連各
弧団体に声かけ研修会を行っている。

在宅医鍜･介霞連携推進特別委員会
で､在宅医療関する市民公開嗣座等を
行っている。

郡山医師会で管理運営している郡
山市医療介護病院において､月２回
のｶﾌｪ事業や2カ月毎の囲知症サ
ポータ謎成爾座､年１回の市民公開
醐座を毎年行っている．

田村 ･医擢運換のための資料を医師会員に提供、
会合への参加の呼びかけ．･今後､管区の医師会員､署瞳師･関係団体
対象に在宅医療研修を実施予定。

平成26年に田村地方医齪介霞連携協餓会を股
立し､関係者と定期的に会合を持ってきた.Ｈ3０
年度から本格的な活動のための枠組みを作り、
具体的活励の移行する準燗を開始．

医師会独自での広報活動はまだ実施
していない．

医師会､衝区３自治体の共催で認
知症への正しい理解のための講演
会を毎年実施。

須賀川

平成30年２月から｢在宅に関わる技術研修
会｣を在宅医他多職狐対象に年3回程度を目
探に開催している｡（２月は栂鐙をテーマに６
5名参加､９月２０日に畷下障害テーマに閲
催予定､実践的な内容を目指す）

平成28年から｢須賀川の在宅医譲を考える会」
を年1～２回開値している.(キーワード:訪問冠
霞師､ケアマネジャー等との多職弧連携強化.顔
の見える関係､グループ酎鎗の形式｡今後歯科
医師､薬剤師との連換も検肘中）

本年７月から須賀川市の委託による
｢須賀川市在宅医療介腰連撰拠点セン
ター｣を医師会館内で運用を開始した。

須賀川市との地域包括ケアシステ
ム櫛築に関する連携､県中保健福
祉砺務所との在宅医療に閲する連
携､在宅医療に関する医師会員ア
ﾝケート鯛査(年１回､計3回実施済
み）

石川郡

翻知症セミナー(共催)年1回 ･地域ケア会畷への出席･協瞳(3～4回/年）
･石川地方救急医療情報交換会(１回/年)(5町
村消防署）･石川郡養霞老人ホーム医癌擦購今(１回/年）

･町民公開鯛座(年１回､250名参加）
(在宅医療､冠取り､麗知症などをテー
マとする）

石川福祉ネットワーク協騒会

白河
在宅医との同行訪問(白河厚生総合病院の
総合診療科の研修医が対象）福島医大3年
生への在宅医療の麟砿東北医科薬科大学
3年生への在宅医掘の実習と購穣

多職唾迎撰会膳は白河厚生縫合病院と白河地
域在宅医癩拠点センターが中心になって毎月研
修会を行っている

住民への出前爾座を毎月行っている 士誇腰･副主治医の迎撰

東白川郡

現場の第一職を担当する訪問着謹師､ケア
マネージャーを中心として平成23年より勉強
会を開いて(当初は国県の事葉費あり)､ここ
に各自治体の担当者を招いての合同研修会
を毎年行ってきた｡しかし､ここまでの霞大の
問題は各自治体担当者が数年で変わり、自
治体との連撚が鏡かないことにある.その都
度､勉強のやり直しでは､在宅医霊体制の支
援には公的資金が必要だという窓織が､住民
にも町当局にも全く伝わらない。

左記①に同じで､この蝕鞠会､研修会に､一般肴
護師､歯科医､救急隊､はたまた替察まで巻き込
んでの多畷皿沌摸強化をしてきた｡しかし､これ
も問題は同じで､異動のついてまわる公的組織
では､せっかく育った人材がいなくなると､数年を
経ずして元の木阿弥になることが多く､強化とい
う言葉が空しく轡く°

健座画騒という形での扇洩会を毎年多
敵開催しているが､住民を築めてやる
方式では同じ人ばかりが毎年参加し、
本当に在宅医療の問題を知って欲しい
住民の参加は見たことがない｡医師会
の働きかけだけでは蓮しいのではない
か

この問題を雷れる一般住民に､どん
な小さな寄り合いに行ったときにも、
世間の噂話式でも良いから､在宅
医療の問題点を話して､住民社会
の中に常職として広めて欲しいと依
顔してある．

会津若松

･一昨年は会津若松市が主催で問題解決の
ツールである｢見える検肘会｣の体験会を2度
開催されたが､昨年は市からの予算を受け
て､会津若松医師会主催の形で見える検肘
会ﾌｧシリテーター養成麟座をある土日の二
日間開値し､１５名(ここに医師は入っていな
い)のﾌｧシリテーターを藍成した。｡他に例として､会津西病院では在宅訪問診
療を行っているが半日間のみ竹田綜合病院２
年目の研修医を同行して訪問診療を行って
いる.訪問診療の必要性を体感してもらうの
が目的である．

･在宅医療の実施は､会津若松市や保健福祉事
務所からの要望でもあるが､それに向けての会
蟻､取り組みの実施に薮極的に取り組んでいる．｡『他職種間で顔合わせをしたいので医師への仲
介をしてほしい｣と市内のある包括支援センター
からの要望があり､その包括支援センターの主
催で医師､歯科医師､各介爾施鰐監員､各包括
支援センター職員､訪問沿瞳師､市の職員等、
有志が顔を合わせて懇親会を催し､一昨年40数
名､昨年50数名､本年80数名が集い､盛会のう
ちに催された.仕砺の上で活力になっている．

市民や､関連職種を対象に外部からの
購師を招いて在宅医療に関する購演
会を､会津若松市からの委託率業で
行っているが､本年度は来年３月に予
定している。

喜多方

医師会による准看霞学校の運営による君璽
師の養成。

･歯科医師会および薬剤師会との情報交換と｢顔
の見える関係j作り。
･医療介霞連携研修会等への預極的参加。

現在のところ特に行っていない．

両沼郡

･会津保健福祉事務所長等を購師に研修会
開催(医師･署塵師･ケアマネ等在宅医療関
係者診集）

･多瞳狸迎誤会騒･研修会へ参加(今年度２回）
(会津地域在宅医療推進協騒会･研修会等）

･病院から､退院時の家族へ情報提供 ･訪問診遜､訪問冠歴の纒練実施
(地域内の医療擬関）

南会津 特にありません 特にありません 特にありません

相馬郡 特になし ･医師､歯科医師､蘂剤師､冠霞師､介霞スタッ
フ､行政も含めた連換会騒を年3～4回開催･醗演会1～2回

特になし 行政開催の地域ケア会瞳への参加

双莱郡 〆一=、、
"

いわき市

鰯認こよる在宅医鰹多職種研修会を年２
ている。

･在宅医療サポート医を股け｢いわき在宅医
譲ネットワーク｣を結成し､在宅医療に取り組
もうとする会員のサポートに努めている．･湧知症サポート戻諏盤会を定期的に開催し
事例の検肘を行っている．

平成26年度より在宅医鯉･介醗閣係者(開粟
医､病院医師､歯科医師､蕊剤師訪問署渡師、
病院滑腰師､介謹支掻専門貝､病院ソーシャル
ワーカー)等による多職訓令職を定期的に開催
するとともに､柏方式による在宅医霊多職狐研修
会を年１回､本年度より年２回開催．

開華医』･励溺医が1名ずつ組んで市内
7か所の公民館単位で在宅医療出前
鱗座を開催｡勤務医は､専門医療と病
院の状況･かかり方について鱗鱈願っ
ている。

人生の殿終段階を迎えるときに､ど
のような医療を希望するか､前もっ
て迩思を表明する｢わたしの想いを
つなぐﾉー ﾄ』を作成し配布．



●

閣査票2｢在宅医療にかかる郡市地区医師会における陳題及び取組み等について｣の鍋約表(3)

３

地区名 ３ ． 今 後 の 取 組 み ．
ｑＪ郡市埋咲医助会として ②皿醒師今への唾璽

禍島市

･福島市在宅医寂･介璽連撲支援センター礪黛の推適
･これまで実施してきた各種取紫の継続

･医師に対する在宅医療に関する研修(実技も含めたレベルアップ）
･在宅医療を中心とした媒題の把握･分析→県への提言要望→在宅医増のための環境整愉
･県(行政)での地域包括ケアシステム推進における駆業の展開
もう一度先進地(京都府医師会等)の取組みを聞き､京都府等に一歩でも近づけるべき
(ごく最近の傭報はないが）･各地域(医師会)における在宅医療取組み状況の情報交換(担当医や職員も含めた）

伊達

各研修会､瞬演会の実施､地域住民への啓発､医師会会員の在宅医
療への理解推進

隣接する医師会との連絡協魍､県で統一された連携ツールの砺立､県に対して在宅医療のための補助金
増額の働きかけ

安達 在宅医療機関の迎換構築。

終末期癌患者等で､医療措極が多い状況下で､在宅医癖に移行する場合がある．
医療措置(経管栄養､経鯵脈栄養､ｵﾋｵｲﾄの持鏡皮下注療法､人工呼吸器
管理､必要物品入手法)の医師君腰師を対象とした脱明会開催．

煩雄で判りにくい在宅医療車務の鋭明会開催。

郡山

地域包括ケアシステムの構築へ向け､国が示した事葉を進めている
が､その他に謀題がないかどうか地域の特性等を検肘したい．

郡山地域連携パス迎磐協蟻会において､急性期から慢性期､施股や在宅等への流れを見ていると､郡山
市内だけで完結される事例ばかりではなく､近瞬地区医師会に関係することも多くあり､医療圏域を超えた
地域連携パスの運用等検肘したく､ご支援を頂きたい．

田村 ｡｢田村地方在宅医毎介謹連携拠点センター｣(仮称)の股置 ｡｢田村地方在宅医療介謹連携拠点センター(仮称)の段置実現のための必要な支掻をお願いしたい．
･住民に包括ケアの概念を理解してもらう取り組みについて､鰻善の方策をアドバイスいただきたい｡ま
た､自治体を含む関係機関･住民対象の溺演会等を実施するにあたり､適任の鰯師を推爾いただきたい。
総合的な要望として､県の医療と介醗を真剣に考え､集約した意見を種裡的に日本医師会､最終的には
国に働き掛けていくべきである．

須賀川

1、医師会として3年前から在宅医療推進の取り組みを行っており､さ
らに発展させていく．
2,将来の訪問患者数墹加に対応できるように､長期休暇時の在宅医
の負担軽減策(診診連携､当番制等)に関して1年を目途に検肘を開
始した｡(負担軽減により防問患者数が中間屑の先生方の受け入れ
数増加を期待）

須賀川地域には在宅医銀専門の医療機関はなく､外来診課中心の診擦所が在宅医掘も行っているのが
現状です.今ある医鰹資源を有効に活用してそれぞれの地域の実情に合った在宅医鯉を実圏することが
大切と考えております｡｢須賀川地域の在宅医鰹』桐築のために､全県的なアンケート頂査を今後も継親し
て欲しいと思います。（回答:在宅医療担当理事矢部順一）

石川郡

継続して聞知症セミナーの開悩 ･地域包括ケアシステム構築での医師会の役割を示す(成功砥例､モデル紹介）
･訪問君硬ステーションの股圃(署護協会や病院協会､さらに県地域医疲腺と協騒してほしい）

白河

在宅専門で開紫する医師を医学雑陸や市の広報で公募している 福島県内での在宅医療を希望する医師を全国公募(助成金があればなおいい)してほしい

東白川郡

いくら頑弧っても､この医療資源も人的資源も無い過疎地域では､国
の言うような在宅医療体制は築けないことを前提とし､どこまで妥協点
が下げられるかを目指すしか無いと思う.つまりは､都会と同じ医擬
介睦費では住民サービスは無理､即ち､田舎では一人当たりの医療
介腰報酬が高く付くことを国､県に理解して貰う方向以外には無い．
当医師会はこれ以外の取り組みは無理との結瞳を既に得ている自侭
がある(前述の如く平成23年より先行しての取り組みがあるので）

各２次医療圏毎の医療捨蓬の指擦はどこも人口10万人当たりの医療資源且が当たり前となっているが、
関係者ならご理解いただけると思うが､実際にはおかしいと感じる人が多い.それ故にここまでの1～4の
返答が皆同じになってしまう理由でもある｡そこで､県医師会は厚労省に向かって､違う医療格差指標を提
案していただきたい.具体的には､一部では具体的にシミュレーションがされているが､人口密度別(大都
市型､地方都市型､過疎型)､または患者移動手段別や移動時間別を加味しての医療資源量比較であ
る.南会津郡や当郡の山間地などは､一人の患者の往診の往復だけで2～3時間はざらの地域である｡こ
んな地域で､都会と同じ-人当たりの在宅医療報酬で24時間休みもなくやれは､小学生にも無理だとわか
る間遮った理屈である。

会津若松

会津若松医師会の一組織に地域包括委員会があり活動をしてい
る
昨年は開粟医を中心に在宅医療､在宅沼取りに関するアンケート鯛
査を行い､送付数82に対し49の回答を得た｡専門科は内科が6割を占
めたが､その内科医師は全て訪問医療を行っており､他の専門科で
の実施はなかったe桐当聖者数は1～5名が16施霞と最も多いが､２０
名以上との回答のあった施設も6施設あった．

現在の肪問診療は各医療機関が独自に行い､個人完結型で実施されており､各医師の負担が多い.個
別に蕗を聞くと､沼取り患者の急変を受けて､出席していた都内開催の学会会場から怠追戻ったとか､関
西方面への家族旅行から帰ってきた等の蕗も聞く。
訪問診療での冠取り実施は通院してくれていた患者さん､それを支えてきた家族との関わりを完結する
大事な場面ととらえて医師の勤めと励んでいるが､それは同時に24時間365日訪問診療に拘束されている
ということで､状態の悪い患者を相当している時には､その思いが顕著になる｡訪問診疲を実施していない
施設では通院患者が急愛したときにはその患者さんの意思にゆだねて､救急病院のお世話になってほし
いとの思いが感じられるが､それが患者さんの望む最期の形とは思えない.在宅冠取りを実施している医
師の努力に報いる対策(現在は患者家族からの感酎の言菜がすべてである)があればいいと思われる．

喜多方

･医師会内に股歴した在宅医療委員会を中心に当地域における在宅
医擬の現状や課題を分析し､行政をはじめとする多職租との連携の
なかで､鯖課題に対してできるところから対応していく．

･在宅医療を進める上で迩要なACP(AdvanceCarePIanning)の勉強会の開催あるいは鰯師派通を要理。

両沼郡

･在宅医寂に関する研修会を開価予定 ･特記なし

南会津
各種情報に注視し､当地区に可龍な方法を模索する． 県立病院の中に療養型の病棟(ﾍｯﾄ>を設匠し､患者･要介護者や診掘所の医師の負担を軽減できるシ

ステムを溺築する．

相馬郡 ･医叙機関(医師)同士の連摸柵築
･多職租連換会鰻等継練
･愉報ネットワークの強化

双莱郡

いわき市

かかりつけ医の在宅医鯉の推進､在宅戻少動塞医の迎携推進､施股
との円滑な連携と施股での｢暦取り｣に努めたい。

熱くIFIf#",戒鱗，β駒'"弘ｨい'劇”
ヌ”'〆“.も§漢

1エモ睦亟 "、山番八匿即山畑捧刀乃嵯霊吻昧趣直の③刀､，て可も塞亡診唖型且蝉寸売迂窪1Ｅし、シ姪いせ七睦匡
在宅医療を展開せざるを得ない｡多職狐は医師に対して相鮫しずらい面もあるため､県医師会より委託を
受けている主治医窓見審の予算を拡大していただき､顔のみえる連携を目的とした事業内容にも適用して
いただければ幸いです．


